
中国知的財産戦略セミナー
（中国商標権侵害訴訟を中心に）

※知的財産のスペシャリストをクリエイトする※

知 的 財 産 研 究 セ ン タ ー

１月 ３０日 以降にキャンセルされた場合、

参加料は理由の如何を問わずご請求させていただきますので
予めご了承下さい。

開催場所

一般社団法人発明推進協会
研修ルーム

東京都港区虎ノ門2-9-14
発明会館ビル7階

参加料

一般9,000円

会員7,000円 (消費税込）

平成２５年２月６日（水） 14：00～17：00

講師：相澤 良明 氏 華誠律師事務所 知的財産総監

株式会社KyKインターナショナル代表取締役

事業活動の急激なグローバル化が進展する企業活動において、国際的視野を持っ
て自社の知財戦略を進めていくことが益々重要性を増しています。そして、中国を中心
として各国に広がりを見せる知的財産権の模倣や侵害問題は、その対策が急務として
大きくクローズアップされています。

中国での商標侵害事件は行政機関を活用した模倣品対策から裁判による対策事例
がなされているのはご存じのとおりです。この様な知的財産権に係る不正行為は我が
国の企業活動に重大な影響を及ぼしています。

特に、日本企業が保有する商標権を無断使用した事件に加え、先取り商標登録や中
国企業の商号の一部に利用した事件に加え、最近は中国企業による商標権侵害提訴
、商標権譲渡トラブル事例などが報告されています。本講座では、知的財産担当の実
務家がこうした中国における最新事情と対応策について知る良い機会となるようご案
内します。

本講座では、中国の弁護士事務所において知財実務のスペシャリストとして活躍す
る相澤氏に下記の3テーマについて、最新の訴訟動向や実務上の対応策などを含め
て解説頂きます。

①中国の知的財産訴訟の現状

②中国の商標訴訟手続き上の注意点 参加しやすい３時間の講座設定になっております。

③中国の商標訴訟実例紹介 多くの皆様のご参加をお待ちしております。

スペシャル講座

定員
40名
■ 申込方法・お問い合わせ先

・当推進協会HＰ(http://www.jiii.or.jp)もしくは
ＦＡＸにてお申込みください。
◆検索ワード⇒

一般社団法人 発明推進協会 知的財産研究センター
研修チーム

ＴＥＬ：03(3502)5439
FAX：03(3506)8788

E-mail：kouza-form@jiii.or.jp

JIII 検 索

難易度２

☆ ★☆


